
防災・減災、国土強靱化対策の推進について 
 

近年、気候変動の影響を受けた水害や土砂災害の激甚化・頻発化に加え、南

海トラフ地震をはじめとする大規模地震の切迫性が指摘されており、住民生活

の安全・安心が脅かされる災害リスクが増大している。 

また、本年１月１日に発生した令和６年能登半島地震では、半島という地形

的な特徴から被害状況の把握や救援、物資搬入に支障が生じるなど、中国・四

国地方に通じる課題が浮き彫りとなった。 

 

さらに、８月８日には令和元年の運用開始以降初めてとなる「南海トラフ地

震臨時情報（巨大地震注意）」が発表されたところであり、風水害や南海トラ

フ地震をはじめとする大規模災害への備えを一段と加速させ、地域住民の尊い

命を守り、助かった命をつなぐとともに、発災後の速やかな復旧・復興対策に

ついて一層の充実を図るため、以下の事項を強く提言する。 

 

 

１ 国土強靱化対策の更なる推進について 

 

大規模自然災害から生命・財産・暮らしを守り、社会の機能を維持するた

めに、防災・減災、国土強靱化の取組は、一層重要となっており、地域の実

情に応じたハード・ソフト両面からのきめ細かな対策の推進が急務となって

いる。 

国においては、令和７年度までを期間とする「防災・減災、国土強靱化の

ための５か年加速化対策」を策定し、地方とともに集中的な対策に取り組ん

でおり、中国・四国地方においても、高規格道路ネットワークのミッシング

リンクの解消、流域治水に資する治水事業など社会基盤整備を推し進めてい

るものの、必要な対策は多く残されており、国土強靱化の取組は未だ道半ば

である。 

しかし、今後も南海トラフ地震等による甚大な被害の発生が懸念されるこ

とから、大規模自然災害に備えた国土強靱化の取組を切れ目なく、継続的・

安定的に推進することが求められている。 

 

（１）近年の物価高騰に伴い資材価格等が上昇している中でも、着実に社会

基盤整備が進められるよう、「５か年加速化対策」の予算・財源は例年

を大きく上回る必要・十分な規模で確保すること。 
 

（２）５か年加速化対策後も国土強靱化を推進するため、必要な事業規模と

令和７年度を初年度とする期間を盛り込んだ「国土強靱化実施中期計画」

の策定を令和６年度内の早期に完了させるとともに、能登半島地震など



昨今の自然災害の教訓や地方の意見を十分に反映した上で対象事業の拡

充を図り、速やかに当初予算を含め、必要な予算・財源を別枠で確保し、

社会資本整備関係予算の総枠を拡大すること。 

 

（３）「防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債」について、「実施中期計

画」に位置付けた施策を対象とするとともに、令和６年度末に期限を迎

える「緊急浚渫推進事業債」及び令和７年度末に期限を迎える「緊急自

然災害防止対策事業債」の期限を延長すること。 

 

 

２．能登半島地震の教訓を踏まえた防災・減災対策の推進について 

 

能登半島地震の被災地では、木造住宅が多数倒壊するなどにより12万棟を

超える住家被害が生じたほか、停電や道路の寸断、断水、通信途絶などによ

り「情報把握」や「被災地支援」に支障が生じるなど、様々な課題が浮き彫

りとなっている。 

また、中国・四国地方各県からは、職員の派遣や救援物資の提供など、

様々な支援を行うとともに、これらの支援を通じ、現地から多くの教訓を得

ているところであり、これら能登半島地震の教訓を踏まえた対策の推進が急

務となっている。 

 

（１）南海トラフ地震等の大規模地震に備え、県や市町村が実施する防災・

減災対策の更なる充実強化を図るため、緊急防災・減災事業債の期限延

長、適用対象拡充をはじめ、財政支援措置の拡充を図ること。 

 

（２）近年の資材価格の高騰等が続く中でも、着実に木造住宅の耐震改修を

進めるため、住宅・建築物耐震改修事業における補助上限額の拡充や高

齢世帯が取り組みやすいメニューの創設等、積極的な財政支援を実施す

ること。 

 

（３）能登半島地震の対応を十分に検証し、陸路、海路、空路によるあらゆ

る手段を活用して、迅速な救助活動が行えるよう支援体制を強化すると

ともに、自治体における受援計画の作成・見直しや物資・人員の受入れ

など受援体制の整備等に対する支援を充実・強化すること。 

 

（４）令和６年度末に法期限を迎える半島振興法を延長し、道路・港湾施

設・上下水道施設の整備や住宅の耐震化、避難所の防災設備の整備や通

信機能の耐災害性の強化、漁港施設・共同利用施設の整備などに対する

財政措置を強化すること。 



（５）災害時の応急・復旧活動に効果的な「衛星インターネット通信機器」

や給水・衛生設備（循環式シャワーシステム、トイレカー、ランドリー

カー）等の「防災装備品」については、「防衛装備品」と同様、国が主

体となり、全国の地域ブロック毎に必要数を配備すること。 

 

（６）大規模災害発生時における「命の水」を確保するため、採択要件の緩

和や補助率の１／２以上への引き上げなど、「水道施設の耐震化」に対

する支援制度を強化すること。 

 

 

３．日本海側の津波観測点の増設及び海域活断層の評価について 

 

 能登半島地震では地震の発生から３時間以上遅れて津波の最大波が観測

されるなど、地形的な要因により特徴的な動きがみられたことから、日本

海側の津波研究の推進並びに津波予報体制及び警報の連絡体制の強化が必

要である。 

 

（１）津波が発生した場合、日本海側には、津波観測点が少ない地域が多く、

被害情報を十分に入手できないため、迅速に被害状況を把握し、的確な

救助活動を行なえるよう、津波観測点の増設を図ること。 

 

（２）近畿・北陸以北の日本海における海域活断層の長期評価の早期公表及

び日本海側の地震調査の推進を図ること。また、日本海側の津波の挙動

メカニズム及び海底地形の調査など日本海側の津波研究を進めること。 
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地域経済の活性化に向けた広域的な観光連携の推進について 

 

 

 中国・四国地方は、日本海、瀬戸内海及び太平洋と、中国山地及び四国山地

の３海２山をはじめとする豊かな自然環境や景観に恵まれており、伝統芸能、

食文化、日本遺産・世界遺産等も含め、国内外に誇れる多くの地域資源を有し

ている。 

 一方で、観光産業については、光熱費や食材費等の高騰によるコスト増に加

え、観光需要の回復に伴う人手不足が顕在している。 

こうした中国・四国地方においては、「観光立国推進基本計画」で、観光の

質的向上を象徴する「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」の３つ

をキーワードに、持続可能な観光地域づくり、インバウンド回復、国内交流拡

大の３つの戦略に取り組むこととしており、国内外から多くの観光客が見込

まれる大阪・関西万博を契機とし、デジタル技術の観光分野での実装を加速さ

せ、持続可能な観光振興、インバウンド回復に取り組んでいく必要がある。 

また、インバウンドの拡大にもつながるアウトバウンドについても積極的

な推進が欠かせない。 

これらを踏まえて、中国・四国地方が一体となり経済の活性化に向けた広域

的な観光連携の推進に取り組むため、以下の事項について強く要請する。 

 

 

 

１ 国内観光需要・消費額の拡大 

 

  国内観光需要・消費額の拡大には、旅行の実施率向上や滞在長期化につな

がる、魅力的な観光コンテンツの開発・充実が必要である。 

  時期の分散などを考慮した広域的な旅行支援のほか、サイクルツーリズ

ムをはじめ、アウトドアに着目した新たなツーリズムを創出する取組など

への支援を継続的に実施すること。 

 

 

２ 新たな観光スタイルの普及促進に向けた支援 

 

  新たな旅のスタイルとしてのワーケーションは、コロナ禍で進展したテ

レワークとの親和性が高く、広域的に連携することで様々な地域への滞在

機会の拡大につながる。 
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  ワーケーション等に対応するための整備促進(宿泊施設等への Wi-Fi整備、

ワーキングスペースの設置・改築等)、都市部企業とのマッチング及び広域

的なワーケーション情報の発信への支援を行うこと。 

 

 

３ インバウンド需要の回復に向けた環境整備への支援 

 

  コロナ禍からの社会情勢の正常化に伴い、訪日外国人観光客数は順調に

回復しているものの、その効果は一部の地域に限られており、地方における

インバウンド回復を見据えた取組が重要である。 

  訪日誘客支援空港への支援の継続や支援策の拡充、グランドハンドリン

グや保安検査の人材不足に対応するため、航空・空港人材確保等に向けた積

極的な支援、空港・港湾における訪日外国人の入国手続きの整備・迅速化、

さらには訪日外国人の周遊観光促進に資する二次交通の充実(「道の駅」へ

の観光案内所併設、スマートインターチェンジの整備等)など、受入体制の

整備を促進するとともに、航空需要に即した航空燃料の安定的な供給がで

きるよう、必要な措置を講じること。 

また、地方への誘客拡大に向け、地方の観光産業の高付加価値化・生産性

向上に向けた取組の支援や、人材確保・育成に対する支援、さらには、訪日

短期ビザ免除対象国の拡大、訪日個人旅行の促進、国際会議等ＭＩＣＥの誘

致、送客元の多様化を図る等、積極的な対策を実施すること。 

 

 

４ アウトバウンドの推進に向けた支援 

 

「観光立国推進基本計画（第 4 次）」では、インバウンドと相乗効果を上

げるアウトバウンドについても、日本人の国際感覚や異文化理解力を育む意

義を踏まえ、その復活に向けて取り組んでいくことが明記されている。 

アウトバウンドの推進は双方向の交流拡大（ツーウェイツーリズムの推進）

を通じ、航空ネットワークの拡大、ひいてはインバウンドの更なる拡大にも

貢献するとされていることから、国を挙げて取り組んでいくことが重要であ

る。 

新型コロナウイルス感染症の５類への移行により、訪日外国人旅行者数は

大きく増加しているが、出国日本人数は伸び悩んでおり、この要因の一つと

して、我が国のパスポート保有率の低さ（約 17％）が考えられる。 
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アウトバウンドを推進し、国際的な人的往来の促進を図るため、パスポー

ト取得費用の一部を国が支援するなど、日本人海外旅行者の費用負担の軽減

を図ること。 

 

 

５ 観光推進体制強化に向けた支援 

 

  地域の観光事業者を支えるＤＭＯ等が行う観光地の活性化や多様化する

旅行ニーズへの対応に向けた取組を後押しすることが重要である。 

  国際観光旅客税について、自由度の高い財源としてＤＭＯ（観光地域づく

り法人）を含む地方の観光振興施策に充当できるよう、その仕組みの検討を

早期に進め、税収の一定割合を地方に配分すること。 

また、「広域連携ＤＭＯ」が、将来にわたり安定的かつ継続的な運営を行

っていくことができるよう、現行制度に加え、地域再生エリアマネジメント

負担金制度において、観光地経営の権限と財源を確保できるよう制度を改正

すること。 

 

 

６ 国立公園等の整備に向けた支援 

 

中国・四国地方は、日本で初めて国立公園に指定されてから本年３月で９

０年目の節目を迎えた瀬戸内海国立公園など、各県にわたり１２箇所の国立

公園等を有しており、その豊かな自然や景観等は地域の重要な観光資源とな

っているが、インバウンドを含めた誘客を促進するには、国や県等が一体と

なってその魅力を磨き上げ、発信していくことが重要である。 

国立公園満喫プロジェクトによるブランド力や発信力の強化に継続的に

取り組むとともに、各地域が行う自然公園の施設整備に対し、自然環境整備

交付金の充実など積極的な財政支援を行うこと。 
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高速交通ネットワーク及び地域交通の整備・充実について 
 

 我が国が直面する少子高齢社会を克服し、持続的な発展を遂げるためには、

東京一極集中を是正し、魅力ある地域づくりに取り組んでいかなければなら

ない。 

そのためには、高規格道路や新幹線など、円滑な物流や交流人口の拡大に資

する高速交通ネットワークの構築が必要不可欠である。 

また、高速交通ネットワークは、近年各地で頻発する大規模な自然災害発生

時において、救助・復旧活動や支援物資の輸送を円滑に行うための重要な役割

も担っている。 

さらには、住民が安心して暮らせる地域づくりのためには、日常生活や経済

活動に欠かすことのできない地方鉄道やバス路線を維持していくことが必要

である。 

 ついては、中国・四国地方の更なる連携と多様な地域づくりに資する高速交

通ネットワーク及び地域交通の整備・充実のため、以下の事項について強く要

請する。 

 

 

Ⅰ 高規格道路ネットワーク等の整備促進 

１ ミッシングリンクの早期解消 

 

高規格道路は、地方に安定した雇用の場が確保されるよう産業を振興

し、地域経済を活性化するとともに、地方創生に向けた持続可能な社会の

構築に不可欠な社会基盤である。さらに、大規模災害時の代替性を確保し、

住民の安全・安心を守るための「命の道」とも言うべき重要な役割を担っ

ている。 

このことは、平成３０年７月豪雨において長期間通行止めとなった山陽

自動車道を、中国縦貫自動車道及び山陰道が代替・補完し、広域交通の機

能を確保するなどネットワーク効果を発揮したことからも明らかである。 

その一方、山陰道のミッシングリンク区間では、一般道において大渋滞

が発生するなど交通の混乱が見られたが、ミッシングリンクが解消されて

いれば、より円滑な広域交通の確保が可能であったと考えられる。 

また、本年１月に発生した能登半島地震では、半島という地形の特徴か

ら交通ネットワークが限定されるなかで多くの路線が寸断されたため、被

害状況の把握や救援、物資搬入に支障が生じるなど、交通ネットワークの

脆弱性に起因した初動対応の課題が浮き彫りとなった。今後発生が懸念さ

れている南海トラフ地震においても、中国・四国地方に甚大な被害を与え
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ると予想されており、的確な初動対応の実行と円滑な被災地支援や復興の

ため、広域的な道路ネットワークの構築とダブルネットワーク化等による

機能強化が必要である。 

 

ついては、地域の特色ある発展を支え、災害時における応急対応や支援

物資の輸送等に重要な役割を担う高規格道路ネットワークの早期整備の

ため、中国・四国地方に依然として多数存在するミッシングリンクの早期

解消を図ること。 

さらに、主要な国道・地方道は、高規格道路ネットワークと一体となり、

渋滞の解消や、地域の交流・連携の強化を図り、物流の活性化や交流人口

の拡大、広域的な交通拠点である空港・港湾等へのアクセス性の向上に資

するほか、大規模災害時に緊急輸送道路や迂回路としての役割を担うため、

その整備促進を図ること。 

 

２ 暫定２車線区間の早期４車線化等 

 

   対面通行に起因する重大事故の防止や高速道路本来の定時性、速達性

の確保による物流機能の強化、さらに、事故発生時や豪雪を含む大規模災

害時における交通機能の確保を図るため、暫定２車線区間の４車線化等

を早期に実現する必要がある。 

また、高速道路の機能を将来にわたり維持するため、抜本的な性能回復

を図る更新事業等についても進める必要がある。 

このことから、料金徴収期間の延長による財源を活用し、高速道路の更

新事業等を着実に進めるとともに、令和元年９月に公表された「高速道路

における安全・安心基本計画」において指定されている優先整備区間の４

車線化の早期整備を図ること。 

なお、４車線化等が行われるまでの間、長大橋、トンネル区間において

も安全・安心の確保を図るための緊急対策の検討を推進し、有効な対策を

早期に実施すること。 

 

３ 重要物流道路の機能強化及び重点支援 

 

   平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、重要物流道路

及び代替・補完路の追加指定については、地方の意見を十分に反映するこ

と。 

   また、指定道路の整備・機能強化を推進するとともに、そのために必要
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な補助制度の拡充等による財政支援を行うこと。 

 

４ 道路関連予算の拡大 

 

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に必要な予算･

財源は、例年を大幅に上回る規模で確保し、計画的に事業を推進するとと

もに、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱化を推

進できるよう、改正国土強靱化基本法に基づく国土強靱化実施中期計画の

策定を令和６年度内の早期に完了させ、５か年加速化対策後も引き続き、

国土強靱化に必要な予算・財源を別枠で確保すること。 

老朽化が進む道路施設の的確な維持管理と更新が可能となるよう、引き

続き、必要な予算を確保すること。 

あわせて、全国の中でも道路整備が遅れている中国・四国地方において

生産性の高い産業基盤を形成するとともに安全・安心な生活を確保するた

め、高規格道路をはじめとする道路ネットワークの整備を計画的かつ着実

に推進できるよう、新たな財源を創設し道路関連予算を拡大すること。 

 

 

Ⅱ 高速鉄道ネットワークの整備促進 

 

高速交通ネットワークを活用した多様性のある経済圏・大交流圏形成によ

る「多極交流圏の創設」、国土軸のリダンダンシーの確立と防災力強化によ

る「新たな国土構造の構築」の観点から、全国各エリアに新幹線を整備する

ことが求められるが、中国・四国地方の新幹線計画は基本計画にとどまって

いる。 

このため、新幹線整備事業の国土強靭化実施中期計画への位置づけや、中

国・四国地方における新幹線の整備計画への早期格上げに向けた調査を実施

するための予算措置、在来線の更なる高速化・快適化を図るために必要な建

設事業費や車両更新費への新たな財政支援制度の創設など、高速鉄道ネット

ワークの整備に向けた具体的な取組を加速化すること。あわせて、並行在来

線の取扱いを含めた地方負担のあり方を見直すこと。 
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Ⅲ 地域交通の維持・確保等 

１ 地域公共交通網の維持・確保・充実 

 

地方の鉄道やバス路線等の地域公共交通網は、地域住民の日常生活や経

済活動に欠かすことのできない生活に密着した大切な移動手段であるこ

とから、採算性のみに捉われず、地域公共交通網を維持・確保及び充実さ

せるための施策を講ずるとともに、第２次交通政策基本計画に示すとおり、

地域公共交通の維持確保に必要な財源のあり方の検討に早急に着手する

こと。 

 

 ２ 地方の鉄道ネットワークの維持・確保 

 

（１）「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正により、地方

路線の再構築等に関する協議の場として、国が再構築協議会を設置する

制度が創設されたところであるが、鉄道事業者側の意向のみによって安

易に地方路線の見直しがなされるべきではないことから、国が再構築協

議会を設置する場合には、「路線の廃止ありき」や「モード（輸送手段）

の転換」等を前提とした協議とならないよう、中立的な立場で責任を持

って関与するとともに、その設置や運営にあたっては、地域の実情に十

分に配慮すること。 

また、自治体等が取り組む駅を中心とした「まちづくり事業」をはじ

め、利便性向上や利用促進に向けた取組など、地方路線を維持するため

の支援について、拡充強化を図ること。 

加えて、運転士をはじめとする人手不足により、路線の減便や駅無人

化等、利用者へのサービス水準の低下を加速させることが懸念されるこ

とから、人材確保支援はもとより、省人化に向け「自動運転技術の確立」

など、国主導で取り組むこと。 

 

（２）災害により、ＪＲローカル線の線路や橋梁等の施設が被災した場合に

は、これを直ちに路線の存廃の議論に結びつけることがないようＪＲ各

社を指導するとともに、速やかに復旧し、路線が維持できるよう、積極

的に支援を行うこと。 

 

（３）近年、全国各地の複数のＪＲから、ローカル線のあり方検討を求める

表明が相次いでなされていることから、国主導で進められた国鉄分割
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民営化の経緯や、想定以上の速度で進む人口減少、少子高齢化、金利の

低下など、民営化した当時と時代背景や社会構造が異なっていること

を踏まえ、ローカル鉄道を路線単位で縮小均衡させるという議論では

なく、中山間地域の持続可能性や地方創生、国土強靱化といった将来の

国のあり方を見据えた今後の交通体系のあり方や、その中におけるＪ

Ｒのあり方について、国民共通の社会基盤である全国の鉄道網をどう

するのかという大きな視点で議論し、国の交通政策の根幹としての方

向性を早期に示すこと。 

 

３ 地域の実情に応じた交通手段の維持・確保 

 

近年、人口減による利用者減、ドライバー不足等によりバス事業者等の

撤退、路線の縮小が顕著となってきていることから、住民の移動手段を維

持・確保し、地域でいつまでも安心して住み続けられるよう、これまでの

バスを中心とした支援だけではなく、地域の実情・ニーズに応じた多様な

生活交通の維持・確保策に対する財政支援を拡充すること。 

 

４ 海上輸送網の機能充実 

 

海上輸送網については、国際競争力強化に向けた物流の効率化や大規

模災害発生時の海上輸送機能維持のため、整備が不十分な日本海側をは

じめ、瀬戸内海、四国地域における海上輸送の拠点となる港湾の機能充

実・強化を図ること。 
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海洋ごみ対策について 

 
 

海洋ごみ（漂着ごみ、漂流ごみ、海底ごみ）対策は、令和元年６月に開催さ

れたＧ２０大阪サミットで「２０５０年までに海洋プラスチックごみによる

新たな汚染ゼロ」を目指すとした「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が示

され、さらに、令和５年５月に開催されたＧ７広島サミットにおいては、１０

年前倒しとなる「２０４０年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにする

野心を持って、プラスチック汚染を終わらせること」への合意が、首脳コミュ

ニケの中で示されるなど国際的な重要課題である。 

また、国内においても、平成３０年６月に海岸漂着物処理推進法で漂流ごみ

等が新たな法の対象となり、令和元年５月に海岸漂着物対策を総合的かつ効

果的に推進するための基本的な方針において、国や地方公共団体等が連携・協

力を図りつつ、日常的に海域を利用する漁業者等の協力を得るなどして、処理

の推進を図るよう努める旨が規定された。 

さらに、令和３年に改正された瀬戸内海環境保全特別措置法において、国と

地方公共団体の責務として、海洋ごみの除去・発生抑制等の対策を連携して行

うことが規定されている。 

長大な海岸線を有する中国・四国各県において、プラスチックごみ等による

海洋汚染は、海洋環境や沿岸環境のみならず、水産業や観光業にも深刻な影響

を及ぼす重要な問題であり、海岸の環境保全、良好な景観維持のためには、こ

れらの回収・処理を長期間にわたり継続的に推進していく必要がある。 

海流・潮流や風などにより国境や県境を越えて移動する海洋ごみは、漂着地

点の都道府県民等が原因者となったものとは限らず、近隣の諸外国のごみも

漂着し、国が責任を持って取り組むべき広域的な問題であることから、環境省

においても高率補助制度（補助率７～９．５割）が設けられているものの、そ

の予算額は十分とは言えず、必要な対策が取られていない。 

また、近隣の諸外国に由来する海洋ごみの問題は、国や地方公共団体の対策

のみでは解決が困難であり、国における外交ルートを通じた取組が不可欠で

ある。 

ついては、地域の実情に応じた適切な海洋ごみ対策を進められるよう、国に

対し次のとおり要請する。 
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１ 海洋ごみの回収・処理を継続的に実施するための十分な予算を国におい

て確保するとともに、国土交通省、農林水産省においては、災害時の補助制

度だけでなく、海岸管理者等が平時から利用できる柔軟な制度を創設する

こと。 

 

２ プラスチックごみ等の陸域から海洋への流出防止のため、具体的な発生

抑制策を講ずるとともに、従来のように海洋ごみ削減を目的とした普及啓

発活動全般を補助対象とすること。また、河川や用水路等におけるごみの回

収・処理を支援する新たな制度を創設すること。 

 

３ 海底堆積ごみや漂流ごみの最終的な処理責任が国にあることを明確に

したうえで、その回収・処理ルールを確立すること。 

 

４ 対岸諸国に由来する海洋ごみについて、外交ルートを通じて、対岸諸国

に原因究明と対策を強く要請すること。 

 

５ 海洋ごみのうち、処理が難しい大型漁具等のリサイクル技術の開発を進

めること。 

 

６ マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみの実態解明と発生抑

制策を講ずること。 

 

７ プラスチックごみ削減のため、プラスチック資源循環促進法に基づき、

持続的な回収・リサイクルシステムの構築を推進するとともに、プラスチ

ック代替品の開発・導入に対する支援や、地方での取組が一層促進される

よう実効性のある対策を講ずること。 
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「カーボンニュートラルの実現」に向けた取組の推進について 
 
 

令和２年１０月の国による「２０５０年カーボンニュートラル宣言」や令和

３年４月の気候変動サミットにおける「２０３０年度時点の温室効果ガス排

出量削減目標を２０１３年度比で４６％削減」の表明以降、グリーン成長戦略

やエネルギー基本計画、地球温暖化対策計画、地域脱炭素ロードマップ、「Ｇ

Ｘ実現に向けた基本方針」、「ＧＸ推進戦略」等の重要戦略が相次いで制定され

た。 

現在、国においては、次期ＮＤＣ（国が決定する貢献）の策定に合わせた「エ

ネルギー基本計画」、「地球温暖化対策計画」の改定とともに、「ＧＸ２０４０

ビジョン」策定に向けた議論が開始されているところである。 

民間事業者においてもＥＳＧ金融の進展に伴い、ＲＥ１００やＳＢＴなど

「脱炭素経営」に取り組む大企業が増加し、サプライチェーンを通じて、中小

企業にも波及している。 

ついては、カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素を実現するモデルケ

ースを複数創出し、多くの地域で、２０５０年を待たず脱炭素を達成するとと

もに、産業構造や社会経済の変革をもたらし、次なる大きな成長につなげると

いう「経済と環境の好循環」を生み出すため、以下の事項を提言する。 

 

 

１ 「２０５０年カーボンニュートラル」の実現に向けて、国・地方自治体・

事業者・国民が一体となった取組を着実に推進することができるよう、削減

目標達成に向けた具体的な道筋を明確にするとともに、エネルギーの脱炭

素化の方策を示すこと。その際は、地域ごとに異なる産業構造やエネルギー

の消費・生成等の状況を十分踏まえ、国際競争力の維持に配慮すること。ま

た、水素の利活用やカーボンリサイクルなどの技術革新をはじめ、水素やア

ンモニアなど次世代燃料の輸入ルートの開発や、エネルギー安全保障の観

点から国内生産拠点、地方における受入基地の整備など、サプライチェーン

の構築等に国として率先して取り組むとともに、必要な財政支援や法規制

の見直し等により、地方自治体・事業者等の取組を後押しするなど、国を挙

げて地球温暖化対策に取り組む機運を醸成すること。 

 

２ ２０３０年度時点の温室効果ガス排出量を２０１３年度比で４６％削

減するという政府目標の実現に向けて、第６次エネルギー基本計画で示さ

れている再生可能エネルギーの発電比率を着実に達成するとともに、更な
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る供給力の強化を図るため、地方自治体が「機動的に運用できる十分な財

源」を確保すること。 

 

３ 地域脱炭素ロードマップに掲げる公共施設等の太陽光発電設置、ＺＥＢ

化や木造化・木質化、公用車の電動化などの目標達成のため、地方自治体

の率先行動に対する強力な財政支援を行うこと。 

 

４ カーボンプライシングが負担の公平性に配慮しつつ産業の競争力強化

や経済成長及び温室効果ガス排出削減に資するものとなるよう、国民・事

業者の理解が得られる制度を構築すること。 

 

５ カーボンニュートラルの実現には、サプライチェーン全体での脱炭素化

が求められることから、中小企業の脱炭素化を促進するため、温室効果ガ

ス排出量の算定や削減目標の設定から、省エネ・再エネ設備の導入や工場

のスマート化、再エネ由来電力への転換等まで、地域中小企業に過度な負

担が生じることがないよう継続的な支援を行うこと。 

 

６ カーボンニュートラルの実現に向けた、カーボンリサイクルなどの革新

的技術の創出や事業転換を進めるため、地域の特性に応じた産業振興に資

する産学公金連携の研究開発・実証・社会実装の取組や設備投資等に対す

る支援策を講ずること。 

 

７ 新築住宅に対するＺＥＨ基準の水準の省エネ性能導入や自治体が独自

に取り組む高性能な省エネ住宅の導入、既築住宅に対する省エネ改修、太

陽光発電、蓄電池の導入、住宅の木造化・木質化などへの支援を充実させ

ること。太陽光発電の更なる促進に向けて、多雪等の条件不利地域では導

入コストが増嵩することに配慮したきめ細やかな支援を行うこと。また、

支援においては十分に予算を確保し、年間を通じて利用できる制度とする

とともに、地域の工務店等のスキルアップのために十分な支援を行うこと。 

 

８ 住宅以外の建築物においてはＺＥＢの普及が進むよう支援を継続する

とともに、支援においては公募期間を十分に確保し、複数年度にわたる工

事についても柔軟に活用できる制度とすること。 

 

９ カーボンニュートラルの実現に向け、地域共生型・地域裨益型の再生可

能エネルギーの一層の普及を図るために創設された地域脱炭素化促進事業
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の認定制度の活用を促進するため、手続き簡素化の対象拡大や補助金上の

優遇等、市町村や事業者にとってより有効で強力なインセンティブを設定

すること。 

 

10 カーボンニュートラルの切り札となる水素を活用するために、水素ステ

ーション「運営費補助制度」の更なる充実や、管理棟や防火壁の建築費な

ど「整備補助金」の対象範囲拡大のほか、整備に係る規制緩和の更なる推

進を図ること。 

 

11 モビリティ分野（トラック・鉄道・船舶等）におけるカーボンニュート

ラルの実現に向け、地方をフィールドとした運輸事業者等に対する先導的

な取組及び充電インフラ・水素ステーション等のインフラ整備への積極支

援を図ること。また、ＥＶの普及に向けては、航続距離（県をまたぐ移動

の際の電欠等）への不安感を解消し、安心して走行できる環境を整備する

ことが重要であることから、充電設備の空白地域や、高速道路等における

充電インフラ整備などについて支援策を講ずるとともに、ＥＶの性能・充

電環境に関する情報発信、充電マナーに関する啓発を積極的に行うこと。 

 

12 カーボンニュートラルの実現は国民の理解なしには成立しないことか

ら、国民に対して科学的根拠に基づく脱炭素化の必要性、カーボンニュー

トラルのもたらす便益、負担を丁寧に説明していくこと。 

 

13 社会全体としてカーボンニュートラルを実現するには、脱炭素電源の拡

大等が必要とされており、発電事業者が火力発電への脱炭素燃料の混焼等

による排出削減や再生可能エネルギーの供給量を拡大できるよう支援を

行うこと。また、再生可能エネルギーの拡大に際し必要となる、バックア

ップ電源の確保などによる事業者の負担を軽減する支援を行うこと。さら

に、再生可能エネルギー資源の地域的偏在を踏まえ、送電経路の新設や送

電容量の増強など、送電系統の整備を促進すること。 

 

14 温室効果ガスの排出量については、排出量カルテにより都道府県・市区

町村別の数値が示されているが、最新年度の公表に３年程度を要すること

から、温暖化対策の進捗状況を地方自治体・事業者が共有し、取組の促進

につながるよう、推計による速報値などで速やかに排出状況を公表するこ

と。また、再エネの導入については、今後、卒ＦＩＴや非ＦＩＴの増加が

見込まれる中、再エネ全体の導入容量を把握する手段がないため、地方自
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治体別の再エネ全体の導入容量を把握し公表する仕組みを整備すること。 
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持続可能な医療提供体制の確保と健康寿命の延伸について 

 

 

国においては、令和５年 12 月、2040 年頃までを見据えた「全世代型社
会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」を取りまとめ、「全世代型社
会保障」の構築に向け、取り組むべき課題を示している。 
この中で、「医師偏在対策」について、長期的には医師の供給が需要を上

回ることを前提に、医師養成課程における医師偏在対策の取組を進めるこ
ととしており、近年、医師多数県での養成数を抑制する動きが加速してい
る。 
また、年末に向け、医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在是

正を図るための総合的な対策のパッケージの策定が目指されている。 
中国・四国の各県では、これまで、多くの労力と工夫を凝らし、医療提

供体制を確保するために必要な医師の確保に努めてきたところであるが、

国の機械的な指標に基づき、医師多数県と位置づけられている県において

も、人口・社会資源等の都市部への集中という構造的な課題を背景とした

「地域偏在」や「診療科偏在」に加え、「医師の高齢化」と「若手医師の流

出」が年々深刻さを増し、特に中山間地域や離島において必要な診療科の

医師を確保できない等の実態があり、医療提供体制を守っていくため、地

域の実情を踏まえた「若手医師」の確保・定着に向けた対策が急務となっ

ている。 

また、「医療提供体制改革の推進」に関して、新興感染症の脅威等を背景

に、公立・公的医療機関の医療提供体制確保が重要度を増す中、現在、国

が検討を進めている「新たな地域医療構想の方向性」について、地方、特

に中山間地域の住民は不安をいだいている。 

加えて、現在国において、かかりつけ医機能が発揮される制度について

の検討が行われているところであるが、この中で県や市町村、医療機関等

に対し、これまで以上に多くの実務を担うことが求められている。 

なお、改革工程に示された様々な取組を推進し、持続可能な医療提供体

制を確保するためには、「医療ＤＸによる効率化・質の向上」が不可欠であ

るが、その推進にあたっては、医療現場に混乱・支障を生じさせないよう、

十分な配慮が必要である。 

更に、今後の高齢化の更なる進行を踏まえ、社会の活力を維持、向上さ

せつつ「全世代型社会保障」を実現していくためには、高齢者自身が健康

であることが大前提であり、とりわけ介護予防・健康づくりの取組を強化

し、「健康寿命の延伸」を図ることが求められている。 

これらを踏まえて、次の点について強く要望する。 

  



 

１ 地域医療を守るために必要な「若手医師を確保」するため、医学部臨
時定員のあり方については、検討に使用する医師偏在指標等のデータを
「最新の情報」によるものとし、若手医師の減少等、地域の実情を詳細
に分析した上で行うこと。特に医師偏在是正のために医学部定員を見直
すとしても医師不足の地方部の臨時定員を削減するのではなく合理的な
対策を検討すること。 

   
２ 医師や看護職員等、医療人材の着実な確保・養成や勤務環境の改善等
に向け、「地域医療介護総合確保基金」の国予算を確保するとともに、柔
軟な活用を可能とすること。 

 
３ 医師の専門分化や高齢化の進展、女性医師の増加、医師の働き方改革
の影響等を十分踏まえ、必要医師数を再検証し、今後も医療需要の高ま
りが見込まれる中、どの地域にあっても、地域住民の健康が守られるよ
う、実質的に医師が確保できる仕組みをつくること。 

 
４ 新たな地域医療構想の検討に当たっては、令和４年３月に示された方
針のとおり、「各都道府県の地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進め
る」との認識のもと、病床の削減や統廃合ありきではなく、個々の病院
及び地域の個別事情を十分踏まえ、各都道府県が主体的に取組を進めら
れるよう、地方とも丁寧に協議をしながら検討を進めること。 

  また、コロナ禍において、感染症対応に重要な役割を果たした公立・
公的医療機関の医療機能と役割も踏まえて、地域の実情に即したものと
なるよう十分な検証を行い、考え方を示すこと。 

   
５ かかりつけ医機能が発揮される制度についての検討に当たっては、県
や市町村、医療機関等に過度な負担がかからないものとなるよう十分配
慮すること。また、制度開始後は、地域ごとの協議に必要となるデータ
を提供し、県や市町村等の負担軽減を図るとともに、医療機関が取組を
進めるために必要な財政支援を行うこと。 

 
６ 医療に対するニーズの変化に柔軟に対応するため、公立病院では、医
療の先進性を確保し、住民への医療の充実を図る必要もあることから、
高度医療・先進的医療のための医療機器の更新等について、リース等の
購入以外の手法により調達ができるよう、適切な地方財政措置を講じる
よう検討を進めること。 

 
７ 医療ＤＸの推進に当たっては、地域の医療機関の実情をしっかりと把
握するとともに、医療機関におけるインフラの整備・維持及びサイバー
セキュリティ対策について、必要な財源の支援を行うこと。 
また、ＤＸへの対応が難しい患者が取り残されることのないよう、国



 

民に対し、丁寧な説明と支援を行うこと。 
 

８ 「健康寿命の延伸」に必要な介護予防・フレイル予防については、地
域特性に応じた取組を推進するため、保険者機能強化推進交付金及び介
護保険保険者努力支援交付金について地方と十分に協議を行い、柔軟な
運用ができるよう意見を制度に反映させること。あわせて、地方におい
て必要な施策が確実に実施できるよう十分な財政措置を講じること。 
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こども・子育て政策の充実強化について 

 

 令和５年の出生数が確定値で過去最少となるなど少子化の問題は深刻さを

増しており、国及び各地方自治体において喫緊の最重要課題となっている。 

 少子化の背景には、経済的不安や出会いの機会の減少、子育ての負担感や

育児、教育に係る費用負担など、結婚・妊娠・出産・子育ての希望を阻害す

る様々な要因が絡み合っている。 

こうした中、令和５年 12月に閣議決定された「こども未来戦略」では、

児童手当の拡充、保育所等の配置基準改善とともにこどもの医療費助成に係

る国民健康保険の減額調整措置の廃止なども盛り込まれ、これらの施策につ

いて財源論を含めて検討・具体化が進められているところである。 

こども・子育て政策の強化に向けては国と地方が車の両輪となって取り組

んでいく必要があり、適切な役割分担のもと、地方において真に実効性のあ

る取組が展開できるよう、次の事項について強く要請する。 

 

 

１ 国民負担に配慮した財源の安定確保 

 

こども未来戦略に掲げる財源確保の考え方に基づき、徹底した歳出改革

や賃上げなどに取り組むことで、国民の負担に配慮した財源の安定確保に

努めること。 

また、子育て支援に係る給付サービスについて自治体間の競争が激しく

なっている状況があるが、小児医療費、保育料や給食費への給付など、本

来、国において責任をもって制度設計し財源確保を図るべきものは国が確

実に措置すること。併せて、地方単独事業を含め、こども・子育て政策の

充実に伴い生じる地方の財政負担について適切に措置すること。 

 

 

２ 結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえるための若い世代の経済基盤

の強化 

 

出生数増への転換に向けた実効性ある対策の一つとして「結婚支援」の

重要性を明確に打ち出すとともに、若い世代が結婚や、妊娠・出産、子育

てという人生の重要な選択ができる環境を整えるため、持続的・構造的な

賃上げや雇用環境の整備を進め、若い世代の所得を底上げする経済基盤の

強化を図ること。 
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３ 全てのこども・子育て世帯を対象とするサービス、経済的支援の拡充 

 

（１）誰もが安心して子育てできる環境を整備するため、地方自治体の財政力

に応じてこども・子育て支援施策に地域間格差が生じることのないよう、

こどもの医療費助成制度の創設、幼児教育・保育の完全無償化、学校給食

費の無償化等国が全国一律で行うべき仕組みは、国の責任と財源におい

て必要な措置を講ずることを前提に検討を行い早期に実現すること。ま

た、国による実現までの間、先行して自治体が独自で実施する場合、その

財政的支援を行うこと。 

 

（２）不妊治療費については、令和４年４月から保険の適用が開始されたが、

患者の自己負担額が増加する場合が生じ得ることを踏まえ、早期に保険

適用前後での自己負担額、患者数の比較、保険適用後の医療費の状況など

を分析し、保険適用の効果を検証すること。 

保険適用外の治療を実施した場合の経済的負担軽減策を講ずるととも

に、不妊治療を受ける方の治療の選択肢が減らないよう、保険適用範囲の

拡大など抜本的な改善を図ること。また、先進医療の受診に対する助成制

度を設けることや施設基準の緩和等により、医療保険収載の促進を図る

こと。さらに、自治体が独自の助成を行う場合、財政的支援を行うこと。 

治療と仕事との両立のため、職場環境面においても、不妊治療のための

休暇制度の導入促進等の理解の醸成をより一層進めること。 

 

（３）母子保健法の改正により、令和３年度から産後ケア事業が市町村の努力

義務となり、対象者も「出産後１年を経過しない女子及び乳児」に拡大さ

れ、ニーズが増加している。さらに、令和５年度からはケア対象者を拡大

するなど利用しやすくなっている。 

産後ケアを行う医療機関や助産所の受け皿拡大や提供サービスの充実

を図るため、乳児の対象月齢に合わせて求められる支援内容や留意すべ

き事項などのガイドラインへの記載や標準的な委託単価を参考として示

すなどの技術的助言や、自治体が独自の取組を行う場合の財政支援を講

ずること。 

併せて、地域子ども・子育て支援事業に位置付けることで都道府県の財

政負担が生じる場合は、国の責任において財政的支援を講ずること。また、

利用料の設定など、地域の実情に合わせた制度設計が柔軟に行える仕組

みを構築すること。 
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（４）次世代を担うこどもたちが健やかに育つことができるよう、保育士等の

抜本的な処遇改善や就労環境の向上など保育士確保策、保育の受け皿の

整備拡大といった量的な確保を確実に行うために必要な予算総額を確保

することに加え、研修体制の充実など保育の質の向上を着実に進めると

ともに、人口減少地域においても持続可能な保育の提供が行えるよう、必

要な対応を進めること。 

また、「森のようちえん」をはじめ多様な幼児教育・保育を実践する施

設について、新たに認可（又は登録）制度を創設し、施設を利用する世帯

についても、保育の必要性を問うことなく国の幼児教育・保育無償化の対

象とすること。 

併せて、家庭で保育を行う世帯や就学期の児童・生徒も含めた、子育て

に係る経済的負担の軽減を図ること。 

 

（５）令和６年度の国の就学前教育・保育施設整備交付金について、地方が今

年度予定している保育の受け皿整備に対し、多くの不採択が生じたとこ

ろである。 

また、当該交付金の第２回目協議が行われれたものの、対象が限定され、

内示額は協議額を大きく下回っており、その後の追加協議も行われてい

ない状況にある。このままでは待機児童の増加が見込まれ、子育て世帯の

仕事と子育ての両立に支障が出ることに加え、企業等の人材確保にも影

響を与える恐れもあることから、当該整備を計画的に行うことができる

よう、必要な予算総額を確実に確保すること。 

   

（６）こどもの健全育成に資する放課後の居場所を確保し、仕事と子育てを両

立するための子育て環境整備を更に進めるため、放課後児童クラブの施

設整備の補助基準額の増額や社会福祉法人等が整備する場合の補助率の

拡大、改修及び修繕に対応可能な整備区分の拡充による財政支援のほか、

放課後児童支援員の認定資格研修に係る受講要件の緩和など、放課後児

童クラブの充実に必要な措置を講ずること。 

また、運営改善努力が反映され、将来の運営体制充実に資する支援方式

を検討すること。 

 

（７）こどもの貧困対策や居場所づくり、いじめや不登校、ヤングケアラー

など困難な状況にあるこども・若者に対して行う地方の実情に応じた取

組へ支援を行うこと。 
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（８）子育て世帯の経済的な負担軽減のため、児童手当などの金銭給付の拡

充はもとより、多額の費用を要する私立学校や塾通いが前提となってい

るような大学入試制度の見直し、金銭的負担が少ない公教育を充実させ

る取組を進めること。義務教育においては、基礎的・基本的な知識及び

技能等を確実に身に付けさせるため、児童生徒の確かな学力の育成や児

童生徒のつまずきに対応する時間の確保等、柔軟な対応ができるよう、

学習内容の縮減なども含め次期学習指導要領を見直すこと。 

 

（９）重症複合免疫不全症や脊髄性筋萎縮症など、早期発見、早期治療が可

能となった希少難治性疾患については、特定の地域での期間限定の実証

事業にとどまらず現行の 20疾患と同様に、全国を対象とした継続的な

新生児マススクリーニング検査の国支援の対象とすること。 

 

（10）新生児聴覚検査について、より多くの医療機関において検査や精密検

査が受けられるよう、新生児聴覚検査の機器の買い替えに伴う財政支援

を継続するとともに、精密検査に必要な検査機器の購入に係る財政支援

を行うこと。 

 

（11）１か月児健康診査及び５歳児健康診査については、マニュアル作成等

による技術的支援を継続するとともに、市町村が地域の実情に応じた形

で実施する場合など広く国庫補助の対象とすること。また、今後の全国

展開に向けた制度設計にあたっては、特に５歳児健康診査について、発

達障害の疑いと診断された児の診療体制、保育・教育部門との連携な

ど、健診後のフォロー体制を含め、地域の実態を踏まえた上で検討を行

うこと。 

 

 

４ 多様な働き方と子育ての両立支援 

 

仕事と子育て等との両立推進のため、勤務間インターバル制度の導入等

による長時間労働の是正、時間単位年次有給休暇やテレワークなどの多様

で柔軟な働き方の制度化、男女問わず育児休業等が取得しやすい環境整備

が促進されるよう、特に人的・金銭的制約の多い中小企業への支援を強化

するとともに、社会全体における機運の醸成を図ること。また、子育てを
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経験した男女がともに希望に応じたキャリア形成を可能とする仕組みを構

築すること。 
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物価高を上回る持続的な賃上げの実現について 

 

地方においては、これまでも地域の生活・経済を守るべく、国が打ち

出す対策を補いつつ、地域の実情に合った効果的できめ細かな施策を

実施してきたが、物価高の長期化は依然として国民生活や事業者の経

営に多大な影響を及ぼしている。 

このような中、最低賃金の引き上げを含めた持続的な賃上げは、国民

生活の安定を図るために重要である。 

特に、我が国における雇用の７割を占める中小企業等は、物価高に負

けない賃上げを実現するための原資が十分確保されているとは言えな

い状況にあり、強力な支援策を早急に講ずるべきである。 

こうした現下の状況を十分に踏まえ、国と地方が効果的な対策を切

れ目なく講ずることができるよう、次の事項について強く要請する。 

 

 

１ 中小企業等の持続的な賃上げの実現に向けた支援 

地方の中小企業・小規模事業者は、物価高や人件費の上昇などによ

り、コスト負担の面において経営が圧迫されているだけでなく、人材

確保の面から、なお一層賃金を引き上げる必要がある。そのため、適

正な価格転嫁をはじめ、大企業との共存共栄が図られるよう取引適

正化を促進する取組を強化し、違反のあった場合には厳正に対処す

るとともに、賃上げ促進税制の強化や国内投資の促進などの持続的

な賃上げ、所得の向上につながる環境整備を一層推進するなど、政策

を総動員し、すそ野の広い賃上げを実現すること。 

また、「物流の 2024 年問題」（トラックドライバーの時間外労働の

上限規制）について、法令遵守の徹底を図るとともに、省人化投資の

推進、適正な対価の確保による事業者の経営安定を支援すること。  

 

２ 事業再構築、生産性の向上等に取り組む事業者への支援 

中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境は大きく変動してお

り、多くの業種において、従来の経済社会を前提にしたビジネスモデ

ルでは、事業の持続的な発展は難しい状況となっている。 

新事業・新分野の展開や事業・業種・業態転換等の事業再構築に積

極的に取り組む事業者を増加させるため、経営環境の変化に応じた

経営戦略の見直しに対する支援機関等の支援を充実させるととも
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に、中小企業等事業再構築促進事業等による事業者に対する費用負

担の支援を継続すること。 

また、生産性の向上に取り組む事業者への支援等、持続的な賃上げ

や人材確保に向けた環境整備の一層の推進を図ること。 

 

３ 労働生産性の向上等を図る働き方への支援 

持続的な賃上げ実現のための労働生産性の向上には、働く人のス

キル向上や円滑な労働移動が不可欠であることから、リスキリング

などへの支援の充実を図るとともに、勤務間インターバル制度の導

入等による長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現に向けた

取組を促進すること。 

さらに、非正規雇用労働者に対する不合理な待遇差の禁止の徹底

を図ること。 

 

４ 電気・ガス価格等への対応 

地政学的な環境の変化や海外経済の景気動向等を受けて資源価格

は不安定な動きを示していることから、燃料油価格や電力・都市ガ

ス・ＬＰガス料金の負担軽減策については、国民生活や経済活動への

影響を最小限に抑えるよう、エネルギー価格の動向等に応じて、国と

して責任を持って機動的かつ全国統一的に実施すること。 

併せて、負担軽減策だけでなく、将来にわたり効果が持続するよ

う、エネルギー転換の取組等に対する一層の支援を行うこと。 

 

５ 事業者への資金繰り支援の継続・強化 

物価高等の影響により不安定な資金繰りや収益の低迷が続き、賃

上げにつながらない事業者も多いことから、既に貸し付けられてい

る実質無利子・無担保融資の返済猶予や条件変更、追加融資や借換に

金融機関が柔軟に対応できるようにすること。 

また、条件変更等に伴う追加保証料の補助など事業者の返済負担

の一層の軽減策の検討や、物価高への対策など都道府県が独自に行

う資金繰り支援により生じる負担への支援を行うこと。 

 

６ 飼料や肥料等農林水産物の生産資材に係る価格高騰対策の実施 

飼料や肥料等、生産資材の価格の高止まりにより、農林水産業では

厳しい状況が続いていることから、例えば現在配合飼料価格安定制
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度の補てん金の交付がない状況におかれている畜産農家について、

配合飼料価格安定制度の見直しや緊急的な負担軽減として配合飼料

価格安定制度とは別の補てん金を交付するなども含め、農林水産事

業者等を支援するための価格高騰対策の拡充や助成措置を講じるこ

と。 

また、生産資材に係る価格高騰について、適正な価格転嫁のための

仕組みづくりを行うなど、農林水産事業者等が継続的に安定的経営

を展開できる環境整備を推進すること。 

 

７ 地方財源の確保 

デフレから完全に脱却し、物価と賃金がともに上昇していく経済

への移行を目指す中で、今後も国と地方が効果的な対策を切れ目な

く講じていく必要がある。 

このため、地方が実情に応じて物価高対策や人手不足対策を継続

的かつ機動的に実施できるよう、地方交付税や自由度の高い交付金

など必要な財源について、今後も経済状況等に応じて、積極的な措置

を行うこと。 
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東京一極集中の是正と地方における人口減少対策について 
 

 
我が国は、「本格的な人口減少時代」に突入している。 
令和５年の出生数は、８年連続の減少となる 72万 7,288人となり、国立

社会保障・人口問題研究所の推計（令和５年公表）より 11年早いペース
で少子化が進行している状況にある。 
また、半世紀にわたって続く少子化の影響で、高齢者世代を支える現役

世代の割合も低下しており、このままの少子化が続くと、日本の社会経済
システムの基盤が維持できなくなる事態となることが懸念される。 
一方、過度な東京一極集中については、地方の人材不足につながるだけ

ではなく、イノベーションの促進に必要な多様性の確保、大規模災害時の
大学、企業、政府機関等のリスク分散や、超過密により悪化する生活環境
の改善といった観点からも、必ず是正しなければならない問題である。 
このような中、地方では、人口減少に歯止めをかけ、将来世代が暮らし

続けられる地域を守るため、「まち・ひと・しごと創生法」に基づく法定の
スキームの下、２次にわたり総合戦略を策定し、施策を総動員して取り組
みを進めてきた。 
しかしながら、我が国の人口減少・少子高齢化の進行には歯止めがかか

っておらず、東京への一極集中についても、新型コロナの影響で、一時地
方からの転入超過幅が縮小したものの、コロナ禍からの社会情勢の正常化
に伴い、再び拡大する傾向にある。 
さらに先般、「人口戦略会議」において、744市町村が消滅可能性自治体

として公表されたが、この問題を地方の努力不足に矮小化してはならない。 
人口減少問題は地方だけで取り組むべきものではなく、国全体で戦略的

に取り組むべき国家的課題であり、人口や産業が特定の地域に集中してい
る現状を見過ごすことなく、地方部も大都市部も人口減少傾向に歯止めを
かけ、地域における社会減を緩和する対策、子どもや若者が将来に夢を描
きながら、その希望に応じて、パートナーと出会い、結婚し、安心して妊
娠・出産・子育てができる、保育・教育の無償化をはじめとする子ども・
子育てにやさしい社会へ転換する対策、人口減少地域においても住み続け
ることができる持続可能な地域づくり対策などの重要課題について、国も
地方も、そして民間企業をはじめ様々な主体、国民が連携協力して、真に
効果的な施策や運動を展開していくことが、地方も東京も、ともに希望あ
る未来へとつながる筋道であり、災害に強く豊かな国をつくることになる。 
このため、次の点について強く提言する。 
 

１．国の司令塔組織の設置 
深刻化する人口減少問題に、国が責任を持って戦略的に挑戦するため、

これまでの経験を糧として真に実効ある政策を再構築し、政策を統括推
進する司令塔の設置や地方との適切な役割分担により、対策を強力に推



 

進すること。 
また、その推進に当たっては、国や地方団体のみならず、経済界・労働

界・社会福祉団体・教育機関をはじめとする関係団体と連帯し、課題解決
に向けた施策を展開すること。特に、東京一極集中の是正は、地方にとっ
て人口流出の歯止めとなるだけでなく大都市における超過密の解消にも
寄与するもので、双方においてメリットがあり、かつ、出生率の低い地域
から高い地域へ若者が移動することにより、日本全体の出生数の増加に
も寄与するものであることを、広く国民に周知していくこと。 

 
２．地方における若者の定着・増加に向けた大都市機能の地方分散 

大学、企業、政府関係機関等の地方移転促進策の抜本強化に向け、省庁
横断的な組織を創設し、具体的に検討すること。 
また、当面の対策として、地方大学の定員増及び財政的支援の強化、企

業の地方移転に向けた税制優遇の強化や助成の拡大のほか、東京と地方
の法人税に差を設けるなどの思い切った税制措置を講じるとともに、若
者の地方への定着につながる取組への支援の拡充や、若者の転出につな
がる大都市と地方との実質賃金の格差是正、若者に魅力ある仕事の創出
に向けてデジタル化等を通じた地方経済の活性化支援を図ること。 
加えて、東京への一極集中の問題解決のためには、人口の移動理由の

分析が必要であるため、移動理由が把握できる全国的な調査の仕組みを
構築すること。 

 
３．少子化対策の充実・強化 

住む場所や自治体の財政力で子育て支援に格差が生じることがないよ
う、子ども医療費助成制度の創設のほか、幼児教育・保育、学校給食費、
私立学校授業料の無償化など、子育てや教育費の負担に係る基幹的な経
済的支援については、国の責任において全国一律の制度化と支援水準の
充実を図ること。 
その上で、地方が地域の実情に応じて、分野横断的にきめ細かな取り

組みができるよう、地方交付税措置の充実や自由度の高い交付金、基金
制度の創設を行うこと。 

 
４．持続可能な地域社会を実現するための地方税財源の確保 

住み続けることができる持続可能な地域づくりに必要な地方一般財源
総額の十分な確保を図ること。 
大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合

い、共に持続可能な形で発展するため、地域間の税源の偏在を是正する
ためのさらなる措置の検討を行うこと。 
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国民の政治参加の促進と公明かつ適正な選挙の実現について 
 

 

選挙は、国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させるこ

とができる最も重要な機会であるが、近年においては、全国的に投票率が低下

傾向にあり、令和５年の統一地方選挙においては、知事選挙４６．７８％、県

議会議員選挙４１．８５％と、いずれも過去最低を記録する結果となっている。

中国・四国地方における直近の知事選挙・県議会議員選挙では、一部の県では

投票率が上昇したものの、過去と比較して低水準に留まっている。国政選挙の

投票率は、依然として低い水準に留まっており、投票率低下の傾向は、国政選

挙・地方選挙を問わず、同様の状況である。 

また、改選定数に占める無投票当選者数の割合についても、令和５年の統一

地方選挙においては、都道府県議会議員選挙２５．０％、町村議会議員選挙３

０．８％と増加傾向にあり、地方議員のなり手不足も深刻化している。 

各自治体では、選挙時の各種啓発活動や、期日前投票所の増設、投票所への

移動支援などの利便性・投票環境の向上を図り、また、常時啓発として選挙出

前授業等の主権者教育に鋭意取り組んでいるが、投票率の向上への効果は明

確には見られていない。加えて、投票立会人の確保に苦労している市町村もあ

り、投票所数の減少につながる一因となっている。 

さらに、令和６年の東京都知事選挙では、営利目的のため、ポスター掲示場

に選挙運動のためではないポスターが掲示されるなど、民主主義の信認を脅

かす事態が発生したほか、ＡＩなどのデジタル技術の進展により、フェイク情

報の拡散など、個々人が責任をもって主体的に判断し、選挙を通じて政治の方

向性を決定する「人間主導の民主主義」が危険にさらされている。 

このため、国民の政治参加を促進するのに必要な投票環境の整備とともに、

選挙を通じて政治に国民の意見を適正に反映し、民主主義にとって危機的な

状況を回避するため、次の事項について要望する。 

 

 

１ 国民の政治参加促進に向けた取組 

 

全ての国民が安心して大切な一票を投じることのできるよう、国におけ

る「投票環境向上」や「郵便等投票の対象者拡大の検討」、「インターネッ

ト投票の検討」等の対策をさらに加速させること。 

また、地域によっては投票立会人の確保困難が投票所減少の一因となっ

ていることを踏まえ、投票立会人の配置要件を緩和し、市町村が地域の実情

に応じて柔軟に投票所管理体制を構築することやオンラインでの投票立会
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を推進することなど、民主主義の根幹をなす選挙制度の見直しを更に進め

ること。 

併せて、なり手不足解消のための「多様な人材が立候補しやすい環境の整

備」や「自治会の加入率低下の対策を含めたシティズンシップ教育（市民の

社会参画・政治参加のための教育）の推進」等を行い、国民の政治参加促進

のため、制度改正も視野に入れた抜本的な見直しを行うこと。 

 

２ 自治体の取組に対する支援・援助 

 

市町村による投票所等の増設や移動支援の取組を一層促進するとともに、

そうした国民の政治参加に向けた各自治体の取組等について、財政措置も

含めた支援・援助を行うこと。 

 

３ 公明かつ適正な選挙の実現 

 

営利目的等により選挙運動のためでないポスターが掲示されるなど、民

主主義の信認を脅かす事態が生じたことを踏まえ公職選挙法の改正も含め

て国会で議論するとともに、法令の解釈・運用の明確化を図るなど、国とし

て適切に対応すること。また、ＡＩなどのデジタル技術によるフェイク情報

の拡散などを防ぎ、人間主導の民主主義を担保するためのルールづくりを

国として推進すること。 
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参議院議員選挙における合区の解消について 
 

 

 我が国では、初めての近代的憲法である大日本帝国憲法の制定にあわせて

府県制が整備されて以降、都道府県が住民の意思や意見を集約する民主主義

の基盤としての役割を担ってきた。 

こうした背景のもと、参議院においては、創設時から一貫して都道府県を単

位として代表を選出し、地方の声を国政に届けるという重要な役割を果たし

てきたところである。 

 

 しかし、平成２８年７月の参議院議員選挙において、憲政史上初めて「合区

選挙」が実施され、「投票率の著しい低下」など、様々な弊害が顕在化した。

特に、自県を代表する議員を選出できなかった県民からは、大きな失望の声が

上がり、国民の参政権にも大きく影響を及ぼす事態となった。 

 

その結果、令和４年の参議院議員選挙では、鳥取県において、合区選挙開始

以降、連続で過去最低の投票率を更新する結果となったほか、令和５年に徳島

県・高知県の合区で行われた参議院補欠選挙においても、県にゆかりのある候

補者がいない徳島県では、投票率が令和４年の通常選挙と比べ 20 ポイント以

上激減し、戦後最低を記録した。このように、合区４県では、令和元年の参議

院選挙に引き続き投票率が低い水準で常態化するなど、合区の様々な弊害が

顕在化しており、より深刻度を増している。 

 

また、令和元年に行われた参議院選挙時には、都道府県単位の代表が選出さ

れ得る、いわゆる特定枠が比例代表選挙に導入されたが、特定枠で選出された

合区対象県の議員が辞職し、合区地域とは無関係な人が繰り上げ当選すると

いう事態も生じたところであり、根本的な合区の解消が依然として必要であ

る。 

 

合区制度では、合区した二つの県の間で利害が対立するような問題が生じ

た場合、国政に両県民の意思を反映していくことが難しくなる。また、衆議院

におけるいわゆる「１０増１０減」の区割り改定に見られるように、今後、大

都市部と地方部における人口偏在の拡大や一票の較差是正が更に進めば、合

区対象県は４県にとどまらず、更に拡大していく可能性がある。 

このような我が国の民主主義の根幹を揺るがす合区制度の固定化はもとよ

り、合区対象地域の更なる拡大を絶対に許してはならない。 
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これまでも、全国知事会のみならず、本サミットにおいても、平成２９年に

緊急決議を採択して以降、合区解消に関する共同アピールを続けるなど、地方

の切実な思いを国に訴えてきたところである。 

 

憲法改正等の抜本的な対応により必ず参議院の合区を解消し、各都道府県か

ら少なくとも１人の代表が選出され、地方の多様な意見が国政にしっかり反

映される制度とするよう、強く要求する。 

特に、目前に迫った令和７年の参議院選挙に向けては、時間的な制約もある

ことから、法改正による対応も含めて検討すること。 
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